
円
円
円
円
円
円
円

円
円
円

× 円
円
円
円
円
円
円
円
円

1,353

※4　上記日用品費及び教養娯楽費については、ご利用者のご希望によるものとします。

教養娯楽費  ※4 日額

費用内訳 金　額
食事費 日額

※2　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員等処遇改善加算」は、区分支給限度額の算定には含まれません。

介護保険が適用されない『実費負担分』  ※ 要介護サービス、介護予防サービス共通です。

21
科学的介護推進体制加算 40 単位/月

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　（要支援１）　※2 88 単位/月 95

43

※3 上記の各金額は、簡易な計算方法により算出しているため、実際の合計額とは誤差が生じる場合がございますことをご了承下さい。

消耗品代

文書作成料

介護老人保健施設 ファインハイム

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション　利用料金表
（令和7年6月1日施行）

円/単位

大規模通所リハビリテーション費／介護予防通所リハビリテーション費　(6時間以上7時間未満)

通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション

介護保険が適用される『自己負担分(1割)』

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   ※2 22 単位/回 23
口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　　※1 20 単位/回

259

重度療養管理加算 100 単位/日 108

1,166
要介護５ 1,224 単位/回 1,325

日用品費  ※4 日額

別途料金表に記載
実　　費

730
200
150

理容代 1回 2,200

円
円
円
円

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  ※2 1ヵ月の合計単位数×8.6％ 1ヵ月の合計単位数 × 8.6％ × 10.83円 × 0.１
※1　6ヵ月に1回を限度として算定します。

119
認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅰ) 240 単位/日 10.83 円 × 0.１ ＝
認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅱ) 1,920 単位/月

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 110 単位/日

2,079

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　（要支援2）　※2 176 単位/月 190

生活行為向上リハビリテーション実施加算 1,250 単位/月

加　算 単位数 ご利用者自己負担額（1割分）
リハビリテーション提供体制加算４ 24 単位/回 25

2,268 単位/月

× 10.83 円 × 0.１ ＝要介護２ 802 単位/回

要介護４ 1,077 単位/回

4,228 単位/月

介護老人保健施設ファインハイム   TEL　048-856-0001  

地域区分（さいたま市） 3級地： 10.83

基本報酬 単位数 ご利用者自己負担額（1割分）

868
要介護３ 926 単位/回 1,002

2,456
要支援２

40 単位/日 43

4,578
要介護１ 675 単位/回 731

入浴介助加算Ⅰ

要支援１



円
円
円
円
円
円
円

円
円
円

× 円
円
円
円
円
円
円
円
円

介護老人保健施設 ファインハイム

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション　利用料金表

円/単位

通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション
大規模通所リハビリテーション費／介護予防通所リハビリテーション費　(6時間以上7時間未満)

※4　上記日用品費及び教養娯楽費については、ご利用者のご希望によるものとします。

（令和7年6月1日施行）

190

地域区分（さいたま市） 3級地： 10.83

単位/回 1,462

基本報酬 単位数 ご利用者自己負担額（2割分）
要支援１ 2,268 単位/月

× 10.83要介護２ 802 単位/回 1,737
要介護３ 926 単位/回 2,005

円 × 0.2 ＝

4,912
要支援２ 4,228 単位/月 9,157
要介護１ 675

要介護４ 1,077 単位/回 2,332
要介護５ 1,224 単位/回 2,651

加　算 単位数 ご利用者自己負担額（2割分）
リハビリテーション提供体制加算４ 24 単位/回 51

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 110 単位/日 238
入浴介助加算Ⅰ 40 単位/日 86

介護老人保健施設ファインハイム   TEL　048-856-0001  

文書作成料

日額

日用品費  ※4 日額

教養娯楽費  ※4

食事費 日額

消耗品代
別途料金表に記載

実　　費

730
200
150

理容代 1回 2,200

円
円
円
円

単位/日 51910.83

2,707
216

43

費用内訳

※2　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員等処遇改善加算」は、区分支給限度額の算定には含まれません。

介護保険が適用されない『実費負担分』  ※ 要介護サービス、介護予防サービス共通です。

金　額

※3 上記の各金額は、簡易な計算方法により算出しているため、実際の合計額とは誤差が生じる場合がございますことをご了承下さい。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　（要支援2）　※2 176 単位/月 381

40 単位/月 86

1,250 単位/月

重度療養管理加算 100 単位/日

介護保険が適用される『自己負担分(2割)』

※1　6ヵ月に1回を限度として算定します。

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　（要支援１）　※2 88 単位/月

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅱ) 1,920 単位/月 4,158
生活行為向上リハビリテーション実施加算

1ヵ月の合計単位数×8.6％ 1ヵ月の合計単位数 × 8.6％ × 10.83円 × 0.2

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   ※2

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  ※2

22 単位/回 47

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅰ) 240

科学的介護推進体制加算

円 × 0.2 ＝

単位/回口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　　※1 20



円
円
円
円
円
円
円

円
円
円

× 円
円
円
円
円
円
円
円
円

介護老人保健施設 ファインハイム

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション　利用料金表
（令和7年6月1日施行）

円/単位

通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション
大規模通所リハビリテーション費／介護予防通所リハビリテーション費　(6時間以上7時間未満)

7,368
要支援２ 4,228

地域区分（さいたま市） 3級地： 10.83

基本報酬 単位数 ご利用者自己負担額（3割分）

介護保険が適用される『自己負担分(3割)』

× 10.83 円 × 0.3 ＝要介護２ 802 単位/回 2,605

要支援１

40 単位/日

単位/月 13,736

要介護３ 926 単位/回 3,008

要介護１ 675 単位/回 2,193

129

要介護４ 1,077 単位/回 3,499
要介護５ 1,224 単位/回 3,976

2,268 単位/月

加　算

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅱ) 1,920 単位/月 6,238
認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅰ) 240 単位/日 10.83 円 × 0.3 ＝ 779
短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 110 単位/日 357

リハビリテーション提供体制加算４ 24 単位/回 77
単位数 ご利用者自己負担額（3割分）

入浴介助加算Ⅰ

介護老人保健施設ファインハイム   TEL　048-856-0001  

消耗品代

文書作成料

日用品費  ※4 日額

教養娯楽費  ※4 日額

※4　上記日用品費及び教養娯楽費については、ご利用者のご希望によるものとします。

※1　6ヵ月に1回を限度として算定します。

実　　費
別途料金表に記載

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　（要支援2）　※2 176

730
200
150

※2　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員等処遇改善加算」は、区分支給限度額の算定には含まれません。

理容代 1回 2,200

円
円
円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）　（要支援１）　※2 88 単位/月 285

食事費 日額

科学的介護推進体制加算 40 単位/月 129

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   ※2 22 単位/回 71

単位/月 571

円

※3 上記の各金額は、簡易な計算方法により算出しているため、実際の合計額とは誤差が生じる場合がございますことをご了承下さい。

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  ※2 1ヵ月の合計単位数×8.6％ 1ヵ月の合計単位数 × 8.6％ × 10.83円 × 0.3

費用内訳 金　額

介護保険が適用されない『実費負担分』　※ 要介護サービス、介護予防サービス共通です。

重度療養管理加算 100 単位/日 324

生活行為向上リハビリテーション実施加算 1,250 単位/月 4,061

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）　　※1 20 単位/回 64


